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安全でうるおいのある川づくり
下館河川事務所長　成田　一郎

　下館河川事務所は、鬼怒川約９９.６km、小貝川約８１.９kmと、関東地方整備局管内で最も長い１８１.５

kmの区間を担当しており、「未来につなごう鬼怒・小貝」を合い言葉に、安全でうるおいのある川づくりを

めざしています。

　川は、降水状況などの自然現象や流域の変化などにより、その様子が大きく変わっていきます。このため、

自然災害から生活を守り、川から受ける恵みを維持し、川の自然環境やうるおい空間の保全を図るためには、

常に川の状態を把握・評価し、対応が急がれる所から補修や改修、あるいは計画の見直しを行うなど、サイ

クル型管理体系の充実を図る必要があります。

　また、現在、利根川水系の大臣管理区間における、安全でうるおいのある川づくりに向けた当面の具体的

な河川整備の内容を示した「河川整備計画」の策定を進めています。河川整備計画の策定にあたりましては、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各段階で、鬼怒川・小貝川に関わる多くの方々

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の様々な意見を伺ってまいります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私たちは、今後も流域の自治体や地域の方々

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とも連携･協働し、効果的・効率的な河川行政

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を進めてまいります。

　岡堰は江戸初期に伊奈関東郡代が、徳川の命を受けて築

造したもので、福岡堰、豊田堰と合わせて関東三大堰と称

されています。

　現在の新岡堰は昭和58年(1981)に着手し、平成８年

(1996)に完成しました。それに伴い、旧岡堰（可動堰、洗

堰）が撤去され、中の島が残される形となりました。

　そしてこの度、岡堰水辺プラザ構想の一環であり、地元

からの強い要望もありました、中の島へ渡れる人道橋が完

成しました。人道橋の名前は公募により「岡堰中の島橋」

に決定。４月２７日（金）に開催される完成式典において

命名者に取手市長より表彰状と記念品が贈られます。現在

中の島には、旧岡堰のモニュメントや間宮林蔵の像があり、

訪れる人を待っています。

　また、４月２９日(日)から５月６日(日)にかけて、鯉のぼりプロジェクトの方々により、小貝川の空に川面に

鯉のぼりが泳ぐイベントが開催されます。

岡堰水辺プラザに人道橋完成！！　４月２７日（金）完成式典開催予定
主催：取手市　後援：国土交通省下館河川事務所
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堤防の刈草を堆肥に使ってみませんか
刈草の引き取り希望者を募集しています

【トピックス】

鬼怒川改修８０周年
流域イベント情報【５月】

詳細はHPを参照して下さい

　鬼怒川と小貝川は、徳川家康が行った利根川の東遷事業の ４/29～５/５：鯉のぼりin岡堰

中で分離され、その流域における新田開発、東北と江戸と 　　　　取手市岡地先：小貝川岡堰

をつなぐ舟運が発達しました。しかし、鉄道整備による舟 ５/13：小貝川野草観察会とｵｶﾘﾅｺﾝｻｰﾄ

運の衰退、明治43年(1910)、大正３年(1914)の洪水を 　　　　取手市藤代地先：小貝川ハーブフロー

受けて、昭和２年(1928)に鬼怒川改修事務所が設立され、 ５/13～6/3：ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2007

国の直轄改修事業が始まりました。それから今年で80周 　　　　下妻市小貝川ふれあい公園にて

年。これを機会に様々に姿を変えてきた鬼怒川と人びとの ５/20：花とふれあいまつり

暮らしを振り返り、今後の川との付き合い方を考えてみま 　　　　下妻市鬼怒フラワーカナル

せんか。 　　　　八千代町仁江戸・鬼怒川河川敷

５/20：フラワーカナル：春の花まつり

　　　　取手市椚木地先：小貝川

国土交通省　下館河川事務所　ふるさと相談室　Tel（代）0296-25-2161 Fax 0296-25-2264

ホームページ　http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/　メール　shimodate@ktr.mlit.go.jp

（出水時の情報）I-mode 等 http://I.river.go.jp/ 鬼怒川 0296-25-2175 小貝川 0296-25-2152

　下館河川事務所が管理する鬼怒川・小貝川の堤防除草によって発生する

刈草を希望者に無償で提供します。この刈草については、堆肥の製造や畜

舎敷き材としてリサイクル利用したいという希望があるため、これに応え

て一般の方々に無償提供することになりました。

                        【引取り方法等の条件と注意事項】

・原則的に10m
3
以上まとめて引き取っていただける方に限らせていただ

　きます。（2tトラックで概ね2台分ぐらいの目安です）

・環境省指定の特定外来植物が混入している場合があり、刈草使用の用途

　は種子が死滅すると考えられる堆肥化等に限らせて頂きます。

・刈草にはゴミや異物が混入する場合がありますがご容赦願います。

（除草前にゴミの除去を実施しますが、混入してしまう場合があります）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・刈草は左記の現場で発生しますが、発生時期は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各々若干異なります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（お申し込み時にご確認ください。引き取り時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期等の確認をさせていただきます）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・申し込みが重複する場合は下記により優先順位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付けをさせて頂きます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・現地に取りに来られる方が優先です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（堤防下に刈草を集めておきます）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・上記の該当者がいなければ、引き取り場所の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近い方から優先になります。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　（この場合、当事務所で引き取り先まで運搬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　します。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・条件が同等の場合は、抽選になります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・締切り：平成１９年５月１８日（金）

【問い合わせとお申し込み先】　国土交通省　下館河川事務所　管理課　維持係長あて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡０２９６－２５－２１６９

　鬼怒川と小貝川は、徳川家康が行った利根川の東遷事業

の中で分離され、その流域における新田開発、東北と江戸

とをつなぐ舟運が発達しました。しかし、鉄道整備による

舟運の衰退、明治43年(1910)、大正３年(1914)の洪水

を受けて、昭和２年(1928)に鬼怒川改修事務所が設立さ

れ、国の直轄改修事業が始まりました。それから今年で80

周年。これを機会に、様々に姿を変えてきた鬼怒川と人び

との暮らしを振り返り、今後の川との付き合い方を考えて

みる機会を設けたいと思います。


